
札幌臨床検査センター株式会社
第59回定時株主総会招集ご通知

昨年と同じホテルですが、会場が異なりますの
で、お間違えのないようお願い申し上げます。

会社法改正により電子提供制度が施行されてお
りますが、本年の株主総会につきましては、書
面交付請求の有無にかかわらず、議決権を有す
る全ての株主様に、従来どおりの株主総会資料
をお送りしております。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意
はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げま
す。

日　　時　2023年６月29日（木曜日）
午前10時

場　　所　札幌市中央区北１条西11丁目１
ロイトン札幌 ２階
　「エンプレスホール」

議　　案　第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案　監査役３名選任の件
第４号議案　退任取締役に対し退職
　　　　　　慰労金贈呈の件

　

本総会におきましては、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、開催時間を短縮する観点か
ら、議場における報告事項及び議案の詳細な説
明は省略させていただきます。株主様におかれ
ましては、事前に招集ご通知にお目通しいただ
けますようお願い申し上げます。
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証券コード　9776
2023年６月12日

株 主 各 位
札幌市中央区北３条西18丁目２番地２

代表取締役社長 伊 達 忠 應

第59回定時株主総会招集ご通知

　当社ウェブサイト　https://www.saturin.co.jp

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www.jpx.co.jp

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第59回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下
のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株主総会」を順に選択いただ
き、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトに
も掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「札幌臨床」又は「コー
ド」に当社証券コード「9776」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択し
て、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」覧よりご確認ください。）

　なお、当日のご出席に代えて、書面により議決権を行使することができます。お手数ながら株主総
会参考書類をご検討の上、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示いただき、2023年６月28日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご返送のほどお
願い申し上げます。

敬　具
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１．日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時
２．場 所 札幌市中央区北１条西11丁目１

ロイトン札幌　２階「エンプレスホール」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
（昨年と同じホテルですが、会場が異なりますので、お間違えのないようお願
　い申し上げます。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第59期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第59期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案
第３号議案
第４号議案

取締役７名選任の件
監査役３名選任の件
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

３
．
招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
（1）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否
の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

（2）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人とし
て株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりま
すのでご了承ください。

記

以　上

●当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出下
　さいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参下さいますようお願
　い申し上げます。
●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに
　おいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
●本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送り
　いたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に
　基づき、お送りする書面には記載しておりません。
　　①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況」
　　②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
　　③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
　したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報
　告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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事業報告（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

１. 企業集団の現況
⑴ 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、行動制
限の緩和等により、社会経済活動は徐々に正常に向かい、景気は、一部に弱さがみられるもの
の、緩やかに持ち直しております。一方で長期化するロシアのウクライナ侵攻に起因する世界的
な原油価格、原材料価格の上昇や円安の進行等により個人消費が冷え込むなど、景気の先行きは
不透明な状況が続いております。
　医療業界におきましては、医療費抑制政策等の社会的要請を背景に、引き続き後発医薬品の使
用拡大及びセルフメディケーションに対する取組み強化等の対応が求められるとともに、継続的
な薬価改定の影響に加え、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、更なる経営努力が求められ
る厳しい事業環境となっております。
　このような状況の下、当社グループは、感染症の影響を踏まえた計画のもと、医療機関の多様
化するニーズに応えた営業活動を展開し、継続的な企業価値の向上を実現すべく、各事業におい
て新規顧客の獲得等による営業基盤の拡大と継続的な経費効率を重視した収益基盤の強化に努め
てまいりました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高20,127百万円（前期比5.3％増）、営業利益
1,008百万円（同34.4％減）、経常利益1,159百万円（同27.8％減）及び親会社株主に帰属する
当期純利益568百万円（同45.5％減）と売上高は過去最高となりましたが、減益になりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。
イ　臨床検査事業

臨床検査事業におきましては、診療報酬の改定に加え、新型コロナウイルス感染症の影響
を受ける状況下において、ＰＣＲ検査の診療報酬の引下げがありましたが、ＰＣＲ検査の受
託数が増加したことに加え、前期に稼働した子会社２社の業績が順調に推移したことから、
売上高8,275百万円（前期比11.2％増）と前期を上回りました。
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事 業 区 分
第 58 期

（2022年３月期）
第 59 期

（2023年３月期） 増　　減

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率

臨床検査事業 7,442百万円 39.0％ 8,275百万円 41.1％ 832百万円 11.2％

調剤薬局事業 10,580百万円 55.4％ 10,693百万円 53.1％ 112百万円 1.1％

医 療 機 器 販
売・保守事業 983百万円 5.1％ 1,046百万円 5.2％ 62百万円 6.3％

その他の事業 102百万円 0.5％ 112百万円 0.6％ 10百万円 9.9％

合 計 19,109百万円 100.0％ 20,127百万円 100.0％ 1,018百万円 5.3％

利益面につきましては、前述のＰＣＲ検査の診療報酬の引下げに加え、ＰＣＲ検査の受託
増による経費の増加及び人件費が増加したことから、セグメント利益563百万円（同45.0％
減）と前期を下回りました。

ロ　調剤薬局事業
調剤薬局事業におきましては、診療報酬の改定と薬価改定による薬価の引下げに加え、新

型コロナウイルス感染症の影響を受ける状況下において、薬局を１店舗閉鎖しましたが、前
期に開局した２店舗、当期開局した１店舗及びOTCの売上増により、売上高10,693百万円
（同1.1％増）と前期を上回りました。

利益面につきましては、前述の前期開局した２店舗、当期開局した１店舗、並びに既存店
舗の設備投資等により経費が増加したことから、セグメント利益821百万円（同6.6％減）
と前期を下回りました。

ハ　医療機器販売・保守事業
医療機器販売・保守事業におきましては、消耗品の販売及び福祉用具の貸与が前期を上回

ったことから、売上高1,046百万円（同6.3％増）となりましたが、利益は、セグメント損失
４百万円（前期はセグメント利益10百万円）と前期を下回りました。

ニ　その他の事業
臨床検査システムのソフトウェア販売及び保守の収入におきましては、売上高112百万円

（前期比9.9％増）、セグメント利益75百万円（同6.6％増）になりました。

事業区分別売上高
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・臨床検査事業 検査機器等 338百万円
・調剤薬局事業 調剤機器等 136百万円
・全社・消去部門 建物等 455百万円

② 設備投資の状況
当連結会計年度において実施した企業集団の設備投資総額は、938百万円であり、その主な

ものは、次のとおりであります。

③ 資金調達の状況
該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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区 分
第 56 期

(2020年３月期)

第 57 期

(2021年３月期)

第 58 期

(2022年３月期)

第 59 期
当連結会計年度
(2023年３月期)

売 上 高 17,659百万円 17,502百万円 19,109百万円 20,127百万円

経 常 利 益 982百万円 1,188百万円 1,605百万円 1,159百万円
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 528百万円 793百万円 1,042百万円 568百万円

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 154.30円 231.85円 306.16円 170.53円

総 資 産 11,553百万円 14,511百万円 16,149百万円 16,521百万円

純 資 産 8,463百万円 9,272百万円 10,337百万円 10,880百万円

1 株 当 た り 純 資 産 額 2,472.23円 2,708.63円 3,016.24円 3,178.25円

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の 出 資 比 率 主 な 事 業 内 容

株式会社帯広臨床検査センター 20百万円 100.00％ 臨 床 検 査

アクテック株式会社 10百万円 100.00％ 医 療 機 器 販 売 ・ 保 守

株式会社札幌ミライラボラトリー 250百万円 60.00％ 臨 床 検 査

株式会社札幌メディ・キャリー 25百万円 60.00％ 臨 床 検 査

⑶ 重要な親会社及び子会社等の状況
① 親会社に関する事項

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
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⑷ 対処すべき課題
　医療業界におきましては、２年毎に診療報酬改定が実施されており、その中で当社の主要事業
である調剤薬局事業に関わる薬価改定については、毎年マイナス改定が実施されております。
　今後益々の高齢化社会の加速に伴い、医療費抑制政策が継続的に強化されることは避けられ
ず、引き続き厳しい状況が続くものと思われます。
　このような状況の下、当社グループは北海道を拠点とする地場企業として業容の拡大と安定的
な収益確保を目指していく所存であります。
　臨床検査事業につきましては、継続的な検査工程の見直し、大型設備投資による自動化及び検
査精度の向上に努め、更なる業務改革を行ってまいります。
　調剤薬局事業につきましては、マイナス基調である薬価改定、薬価差益の縮小に備え、新規出
店に積極的に取組むと共に、各種の制度変更に対して速やかな対応を図り、調剤過誤防止の徹
底、親切な応対、患者様への安心・安全の提供等、企業としての質の競争力を維持・強化してま
いります。そのための薬剤師確保は重要課題であり、積極的に募集・採用活動を進めてまいりま
す。
　医療機器販売・保守事業につきましては、環境変化に伴う医療機関のニーズに即した最新の医
療機器の情報提供を行い、顧客ニーズをしっかり捉え、医療機器等の安定供給やグループ全体の
強い顧客基盤を活かした営業活動を展開し、業容拡大に努めていく所存であります。

⑸ 主要な事業内容（2023年３月31日現在）
　当社グループは、臨床検査事業、調剤薬局事業、医療機器販売・保守事業及びその他の事業を
行っておりますが、各事業の内容は以下のとおりであります。
① 臨床検査事業
　当社、株式会社帯広臨床検査センター及び株式会社札幌ミライラボラトリーは、医療に関
する臨床検査並びに公衆衛生に関する各種検査の受託及び代行を行っております。
　株式会社札幌メディ・キャリーは、臨床検査のための検体集荷業務及び結果報告業務を行
っております。

② 調剤薬局事業
　当社は、調剤薬局の経営及び医薬品卸売・一般販売を行っております。

③ 医療機器販売・保守事業
　アクテック株式会社は、高度医療機器、一般医療機器、理化学機器及び福祉用具の販売並
びに医療機器の修理及び保守を行っております。

④ その他の事業
　当社は、臨床検査システム等のソフトウェアの開発、販売及びこれらの保守を行っており
ます。

－ 7 －



当　　社 本　　社 札幌市中央区北３条西18丁目２番地２
支　　店 道北支店　　　　　　　　　（旭川市）

苫小牧支店　　　　　　　　（苫小牧市）
営　業　所

調剤薬局

小樽営業所　　　　　　　　（小樽市）
岩見沢営業所　　　　　　　（岩見沢市）
道南営業所　　　　　　　　（函館市）
帯広営業所　　　　　　　　（帯広市）
釧路営業所　　　　　　　　（釧路市）
滝川営業所　　　　　　　　（滝川市）
芦別営業所　　　　　　　　（芦別市）
北見営業所　　　　　　　　（北見市）
室蘭営業所　　　　　　　　（室蘭市）
新ひだか営業所　　　　　　（新ひだか町）
千歳営業所　　　　　　　　（千歳市）
ノルデン薬局　南１条店　　（札幌市）
ノルデン薬局　南２条店　　（札幌市）
ノルデン薬局　南３条店　　（札幌市）
ノルデン薬局　南13条店　　 (札幌市）
ノルデン薬局　北６条店　　（札幌市）
ノルデン薬局　旭ヶ丘店　　（札幌市）
ノルデン薬局　円山公園店　（札幌市）
ノルデン薬局　北円山店　　（札幌市）
ノルデン薬局　札幌医大前店（札幌市）
ノルデン薬局　宮の森店　　（札幌市）
ノルデン薬局　栄町店　　　（札幌市）
ノルデン薬局　北栄店　　　（札幌市）
ノルデン薬局　新川店　　　（札幌市）
ノルデン薬局　新琴似店　　（札幌市）
ノルデン薬局　麻生店　　　（札幌市）
ノルデン薬局　発寒店　　　（札幌市）
ノルデン薬局　琴似店　　　（札幌市）
ノルデン薬局　山の手店　　（札幌市）
ノルデン薬局　五輪橋店　　（札幌市）
ノルデン薬局　藤野店　　　（札幌市）
ノルデン薬局　福住店　　　（札幌市）
ノルデン薬局　白石店　　　（札幌市）
ノルデン薬局　月寒中央店　（札幌市）
ノルデン薬局　水車町店　　（札幌市）
ノルデン薬局　西町店　　　（札幌市）
ノルデン薬局　宮の沢東店　（札幌市）
ノルデン薬局　山の手３条店（札幌市）
ノルデン薬局　石狩店　　　（石狩市）

⑹ 主要な事業所（2023年３月31日現在）
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ノルデン薬局　北広島店　　（北広島市）
ノルデン薬局　入船店　　　（小樽市）
ノルデン薬局　小樽築港店　（小樽市）
ノルデン薬局　南小樽店　　（小樽市）
ノルデン薬局　大麻店　　　（江別市）
ノルデン薬局　北千歳店　　（千歳市）
ノルデン薬局　苫小牧店　　（苫小牧市）
ノルデン薬局　新ひだか店　（新ひだか町）
ノルデン薬局　旭川４条店　（旭川市）
ノルデン薬局　旭川東店　　（旭川市）
ノルデン薬局　旭川豊岡店　（旭川市）
ノルデン薬局　旭川春光台店（旭川市）
ノルデン薬局　旭川緑が丘店（旭川市）
ノルデン薬局　ｳｪﾙﾈｽｾﾝﾀｰ店 （旭川市）
ノルデン薬局　深川店　　　（深川市）
ノルデン薬局　富良野店　　（富良野市）
ノルデン薬局　北見店　　　（北見市）
ウェルネス薬局　湯の川店　（函館市）
ウェルネス薬局　神山店　　（函館市）
ウェルネス薬局　函館石川店（函館市）
ウェルネス薬局　亀田本町店（函館市）
ウェルネス薬局　七飯店　　（七飯町）

本　社 帯広市東２条南17丁目７番地１

本　社 札幌市豊平区美園２条３丁目２番25号

本　社 札幌市中央区北３条西18丁目２番地２

本　社 札幌市中央区北３条西18丁目２番地２

　子会社
株式会社帯広臨床検査センター

アクテック株式会社

株式会社札幌ミライラボラトリー

株式会社札幌メディ・キャリー

（注）2022年10月31日付、ノルデン薬局水車町店を開局いたしました。
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事　業　区　分 使　用　人　数 前連結会計年度末比増減

臨 床 検 査 事 業 601（　55）名 73名増（24名減）

調 剤 薬 局 事 業 290（　28） 7名減（ 1名増）

医 療 機 器 販 売 ・ 保 守 事 業 22（　－） 2名増（　　－）

そ の 他 の 事 業 3（　－） 1名増（　　－）

全 社 （ 共 通 ） 22（　 2） 2名減（　　－）

合 計 938（　85） 67名増（23名減）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

627（59）名 5名増（3名増） 41.0歳 11.8年

⑺ 使用人の状況（2023年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注） 使用人数は就業員数であり、パートは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
② 当社の使用人の状況

（注）１．使用人数は、当社から他社への出向者189名（14名）を控除して算出しております。
２．使用人数は就業員数であり、パートは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借　入　先 借　入　額

株式会社北洋銀行 1,212百万円

株式会社北海道銀行 259百万円

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 259百万円

⑻ 主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）
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① 発行可能株式総数 12,000,000株
② 発行済株式の総数 4,216,000株
③ 単元株式数 100株
④ 株主数 490名
⑤ 大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

伊 達 ア セ ッ ト マ ネ ー ジ メ ン ト 合 同 会 社 1,185,900株 35.61％
S T A T E  S T R E E T  B A N K  A N D
T R U S T  C O M P A N Y  5 0 5 2 2 4 225,000株 6.76％

株 式 会 社 Ｌ Ｓ Ｉ メ デ ィ エ ン ス 210,800株 6.33％

株 式 会 社 エ ス ア ー ル エ ル 169,700株 5.10％

伊 達 　 忠 一 126,420株 3.80％

株 式 会 社 北 海 道 銀 行 113,200株 3.40％

株 式 会 社 北 洋 銀 行 113,200株 3.40％

CIT IBANK ,  N .A .－PRIVATE  BANK 110,100株 3.31％

萬 田 　 直 紀 103,600株 3.11％
STATE STREET BANK AND TRUST
CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02
5 0 5 0 0 2

95,000株 2.85％

２. 会社の現況
⑴ 株式の状況（2023年３月31日現在）

（注）１. 当社は、自己株式885,422株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑥ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

⑵ 新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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氏 名 会 社 に お け る 地 位 担当及び重要な兼職の状況

伊 達 　 忠 一 代 表 取 締 役 会 長

伊 達 　 忠 應 代 表 取 締 役 社 長

荒 井 　 　 覚 取 締 役 副 社 長

桑 原 　 　 理 取 締 役
検 査 本 部 長
株式会社札幌ミライラボラトリー
代 表 取 締 役 社 長

庄 司 　 吉 人 取 締 役 営 業 本 部 長

長 野 　 英 夫 取 締 役 営 業 本 部 道 北 支 店 長

伊 達 　 祐 子 取 締 役

越 智 　 隆 雄 取 締 役

宮 森 　 利 康 常 勤 監 査 役 宮森利康税理士事務所　所長

金 木 　 義 昭 監 査 役 金木義昭司法書士事務所　所長

平 田 　 　 治 監 査 役 北海道ジダイ研究所　所長

⑶ 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１. 取締役越智隆雄氏は、社外取締役であります。常勤監査役宮森利康氏、監査役金木義昭氏及び平田治
氏は、社外監査役であります。

２. 常勤監査役宮森利康氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており
ます。

３. 監査役金木義昭氏は、司法書士の資格を有し、会社法務に関する相当程度の知見を有しております。
４. 監査役平田治氏は、長年にわたる税理士事務所勤務により、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有しております。
５. 当社は、監査役平田治氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、両取引所に届け出ております。
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区 分 員 数 報酬等の
総 額

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額

基本報酬 業績連動
報 酬 等

非金銭報
酬 等

取 締 役
（うち社外取締役）

９名
（１）

111百万円
（０）

111百万円
（０）

－
(－)

－
(－)

監 査 役
（うち社外監査役）

３名
（３）

７百万円
（７）

７百万円
（７）

－
(－)

－
(－)

合 計
(うち社外役員)

１２名
（４）

118百万円
（７）

118百万円
（７）

－
(－)

－
(－)

② 取締役及び監査役の報酬等
　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の使用人分給与はありません。
２. 当事業年度末日現在の取締役は８名（うち社外取締役は１名）、監査役は３名（うち社外監査役は３
名）であります。上表には2022年６月29日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任した取
締役１名を含んでおります。

３. 取締役の報酬限度額は、年額200百万円以内であります（1993年９月30日開催の第28回定時株主総
会決議）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、８名（うち、社外取締役は１名）です。

４. 監査役の報酬限度額は、年額50百万円以内であります（1994年12月21日開催の第30回定時株主総
会決議）。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名（うち、社外監査役は３名）です。

５. 上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額９百万円（取締役７名に対
し８百万円、監査役１名に対し０百万円）が含まれております。

③　役員報酬等の内容の決定に関する方針等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議して
おります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の

決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認してお
り、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
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１．基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機
能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職
責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬によ

り構成し支払うこととする。
２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期
または条件の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社

水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
３．業績連動報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える

時期または条件の決定に関する方針を含む。）
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（ＫＰ
Ｉ）を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに
応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することができる。目標となる
業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変
化に応じて見直しを行うものとする。

４．基本報酬（金銭報酬）の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対す
る割合の決定に関する方針
基本報酬と業績連動報酬の支給割合は、株主と経営者の利害を共有し、中長期的な企業

価値向上へ貢献するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。
５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容につい
て委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の
担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。

ロ．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長　伊達忠應氏に対し各取締役の個人別の報酬等（基本報酬）

の金額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締
役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためでありま
す。
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④ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　・社外監査役宮森利康氏は、宮森利康税理士事務所の所長であります。宮森利康税理士事務

所と当社との間には特別な関係はありません。
　・社外監査役金木義昭氏は、金木義昭司法書士事務所の所長であります。金木義昭司法書士

事務所と当社との間には登記に係る取引関係があります。
　・社外監査役平田治氏は、北海道ジダイ研究所の所長であります。北海道ジダイ研究所と当

社との間には特別な関係はありません。

ロ. 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員との親族関係
当該事項はありません。
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出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役　越智隆雄

当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席いたし
ました。
主に営業業務に携わってきた専門的見地から妥当性・適正
性を確保するための適宜発言を行っております。また、客
観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定における監督
機能を担っております。

社外監査役　宮森利康

当事業年度に開催された取締役会18回の全て、監査役会６
回の全てに出席いたしました。
取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要
により意見表明を行っております。
税理士としての専門的見地から妥当性・適正性を確保する
ための適宜発言を行っております。さらに、経営会議、仕
入統括委員会等の社内の重要な会議又は委員会への出席、
稟議書、申請書および会計に係る証ひょう等の閲覧、営業
所及び調剤店舗に対する往査、内部統制部門との情報交換
等を行っております。また監査役会において、当社の内部
監査について適宜必要な発言を行っております。

社外監査役　金木義昭

当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回に出席
し、監査役会６回の全てに出席いたしました。
司法書士としての専門的見地から妥当性・適正性を確保す
るための適宜発言を行っております。また監査役会におい
て、当社の内部監査について適宜必要な発言を行っており
ます。

社外監査役　平田　治

当事業年度に開催された取締役会18回の全て、監査役会６
回の全てに出席いたしました。
長年にわたる財務・経理業務の経験から適宜発言を行って
おります。また監査役会において、当社の内部監査につい
て適宜必要な発言を行っております。

ハ. 当事業年度における主な活動状況
取締役会及び監査役会への出席状況
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報 酬 等 の 額

当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 18百万円

当 社 及 び 子 会 社 が 会 計 監 査 人 に 支 払 う
べ き 金 銭 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 18百万円

⑷ 会計監査人の状況
① 名称　　　清明監査法人

② 報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査
人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断
をいたしました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役
会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任し
た旨と解任の理由を報告いたします。

⑸ 剰余金の配当等の決定に関する基本方針
当社の利益配分につきましては、中長期戦略を踏まえ、経営基盤の強化及び将来の事業展開に
対応した内部留保の確保並びに株主の皆様への安定した配当の実現を基本としております。
2023年３月期末を基準日とする期末配当につきましては、利益配分の方針、財政状態等を総
合的に勘案し、１株につき23円とする予定であります。内部留保金につきましては、収益力の
一層の向上を図るため、業容拡大及び設備投資等の資金に充当する方針でございます。
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連結計算書類

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

　

7,310,885
3,664,081

1,448
2,945,696
431,748
20,215
62,760
208,453
△23,519

9,210,395
8,449,010
3,450,275

2,883
526,706
3,429,506
621,660
417,978
89,958
89,958

671,426
149,763
4,169

164,486
146,473
223,373
△16,841
　

流 動 負 債 3,256,514
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,179,195
１年内返済予定の長期借入金 133,692
リ ー ス 債 務 127,602
未 払 金 303,901
未 払 法 人 税 等 89,644
賞 与 引 当 金 125,073
そ の 他 297,404

固 定 負 債 2,383,779
長 期 借 入 金 1,598,629
リ ー ス 債 務 569,426
長 期 未 払 金 90,414
退 職 給 付 に 係 る 負 債 18,639
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 69,592
繰 延 税 金 負 債 16,594
そ の 他 20,483

負 債 合 計 5,640,294
純 資 産 の 部

株 主 資 本 10,545,353
資 本 金 983,350
資 本 剰 余 金 1,015,270
利 益 剰 余 金 9,304,184
自 己 株 式 △757,451

その他の包括利益累計額 40,044
その他有価証券評価差額金 40,044

非 支 配 株 主 持 分 295,588
純 資 産 合 計 10,880,986

資 産 合 計 16,521,281 負 債 純 資 産 合 計 16,521,281

連 結 貸 借 対 照 表
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（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 20,127,692
売 上 原 価 13,829,518

売 上 総 利 益 6,298,173
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,289,639

営 業 利 益 1,008,533
営 業 外 収 益

受 取 利 息 216
受 取 配 当 金 5,346
受 取 賃 貸 料 40,432
受 取 保 険 料 743
助 成 金 収 入 149,331
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 5,201
そ の 他 14,920 216,192

営 業 外 費 用
支 払 利 息 及 び 割 引 料 8,168
賃 貸 収 入 原 価 45,110
そ の 他 11,996 65,276
経 常 利 益 1,159,449

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 18 18

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 68,703
減 損 損 失 131,065 199,769

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 959,698
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 288,402
法 人 税 等 調 整 額 30,746 319,148
当 期 純 利 益 640,549
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 71,929
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 568,619

連 結 損 益 計 算 書
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計算書類

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア
借 地 権
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

5,793,492
2,448,608

1,050
2,622,981
378,625
8,247
58,024
45,992
253,462
△23,501
8,693,576
7,609,480
3,310,786
73,332

0
39

424,591
3,308,782
73,970
417,978
83,027
11,720
65,527
3,650
2,129

1,001,068
144,235
368,260

10
600
4,169

130,778
151,151
213,303
△11,441　

流 動 負 債 2,441,687
買 掛 金 1,711,367
１年内返済予定の長期借入金 133,692
リ ー ス 債 務 21,491
未 払 金 324,555
未 払 法 人 税 等 17,705
未 払 費 用 104,751
賞 与 引 当 金 97,025
そ の 他 31,100
固 定 負 債 1,832,913
長 期 借 入 金 1,598,629
リ ー ス 債 務 63,383
長 期 未 払 金 89,403
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 64,564
そ の 他 16,933
負 債 合 計 4,274,601

純 資 産 の 部
株 主 資 本 10,171,363
資 本 金 983,350
資 本 剰 余 金 1,015,270
資 本 準 備 金 1,015,270

利 益 剰 余 金 8,931,503
利 益 準 備 金 74,200
そ の 他 利 益 剰 余 金 8,857,303
別 途 積 立 金 1,690,000
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 11,587
繰 越 利 益 剰 余 金 7,155,715

自 己 株 式 △758,759
評 価 ・ 換 算 差 額 等 41,103
その他有価証券評価差額金 41,103
純 資 産 合 計 10,212,467

資 産 合 計 14,487,068 負 債 純 資 産 合 計 14,487,068

貸　借　対　照　表
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（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 17,613,669
売 上 原 価 12,135,961
売 上 総 利 益 5,477,707

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,772,650
営 業 利 益 705,057

営 業 外 収 益
受 取 利 息 103
受 取 配 当 金 50,147
役 務 収 益 107,343
受 取 賃 貸 料 152,975
受 取 保 険 料 43
助 成 金 収 入 7,003
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 5,250
そ の 他 14,243 337,110

営 業 外 費 用
支 払 利 息 7,978
賃 貸 収 入 原 価 126,885
そ の 他 11,995 146,859
経 常 利 益 895,308

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 3 3

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 68,704
減 損 損 失 131,065 199,770
税 引 前 当 期 純 利 益 695,542
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 209,871
法 人 税 等 調 整 額 13,948 223,819
当 期 純 利 益 471,722

損　益　計　算　書
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監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年５月23日

札幌臨床検査センター株式会社
取締役会　御中

清 明 監 査 法 人
北海道札幌市
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 岩 間 　 昭
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 島 貫 幸 治

　
監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、札幌臨床検査センター株式会社の
2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、札幌臨床検査センター株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 22 －



当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結

計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行

を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。
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・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書
2023年５月23日

札幌臨床検査センター株式会社
取締役会　御中

清 明 監 査 法 人
北海道札幌市
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 岩 間 　 昭
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 島 貫 幸 治

　
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、札幌臨床検査センター株式会社

の2022年４月１日から2023年３月31日までの第59期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書
類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行

を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。
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・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第59期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境
の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
　①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の
報告を受けました。

　②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社の業務並びに株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務
の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人清明監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶ 連結計算書類の監査結果
　会計監査人清明監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月26日
札幌臨床検査センター株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役 宮 森 利 康 　㊞
社 外 監 査 役 金 木 義 昭 　㊞
社 外 監 査 役 平 田 　 治 　㊞

（注）監査役　宮森利康氏、金木義昭氏、平田治氏は、会社法第２条第16号及び第335条第３
項に定める社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件
　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
　当社は、株主の皆様への安定した配当の実現を基本とし、中長期戦略を踏まえ、経営基盤
の強化に向けた内部留保金を確保し、配当をしてまいりました。
　当期の配当につきましては、売上高が前期を上回る結果となり、中長期的な事業展開によ
る投資等を総合的に勘案し、１株につき23円とさせていただきたいと存じます。
① 配当財産の種類
　金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金23円
　総額　76,603,294円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
　2023年６月30日
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候補者番号 氏　名 現在の地位 属　性

1 だ

伊
て

達
 

　
ちゅう

忠
い ち

一 代表取締役会長 再 任
　

2 だ

伊
て

達
 

　
た だ

忠
ま さ

應 代表取締役社長 再 任
　

３ あ ら

荒
い

井　　
さとる

覚 取締役副社長 再 任
　

4 しょう

庄
じ

司
 

　
よ し

吉
ひ と

人 取締役 再 任
　

5 な が

長
の

野
 

　
ひ で

英
お

夫 取締役 再 任 　

6 だ

伊
て

達
 

　
ゆ う

祐
こ

子 取締役 再 任
　

7 お

越
ち

智
 

　
た か

隆
お

雄 社外取締役 再 任 社 外
　

再 任
　
再任取締役候補者 社 外

　
社外取締役候補者

第２号議案 取締役７名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役

会の効率的運営を図るため１名を減員し、取締役７名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 31 －



候補者
番　号

ふり

氏
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
がな

名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ､ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１

だ

伊
 

 
 

 
て

達
 

 
 

 
ちゅう

忠
 

 
 

 
いち

一
(1939年１月20日生)

〔再任〕

    1965年    9 月 当社代表取締役社長
    2001年    6 月 当社代表取締役会長
    2004年    10月 国土交通大臣政務官就任に伴い取締役辞任
    2005年    11月 当社相談役
    2006年    6 月 当社代表取締役会長
    2012年    12月 内閣府副大臣就任に伴い取締役辞任
    2014年    6 月 当社代表取締役会長（現任）

126,420株

【取締役候補者とした理由】
　伊達忠一氏を取締役候補者とした理由は、1965年９月に当社代表取締役社長に就任以来、当社の
発展に取り組んでまいりました。また、2006年６月に代表取締役会長に就任し、取締役会の運営に
注力しております。経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、当社の経営の推進とコー
ポレートガバナンスの強化に適任であると判断したためであります。

２

だ

伊
 

 
 

 
て

達
 

 
 

 
ただ

忠
 

 
 

 
まさ

應
(1972年７月24日生)

〔再任〕

    1998年    4 月 株式会社三菱化学ビーシーエル入社
（現株式会社ＬＳＩメディエンス）

    2000年    12月 同社退社
    2001年    6 月 当社取締役
    2004年    6 月 当社常務取締役
    2005年    11月 当社取締役
    2006年    6 月 当社常務取締役
    2008年    6 月 当社取締役副社長
    2014年    4 月 当社取締役副社長管理本部長
    2016年    4 月 当社取締役副社長営業本部長
    2017年    5 月 当社取締役副社長
    2020年    4 月 当社取締役副社長医薬事業本部長

2021年10月　当社取締役副社長
2022年    6 月 当社代表取締役社長（現任）

62,400株

【取締役候補者とした理由】
　伊達忠應氏を取締役候補者とした理由は、2001年６月に当社取締役に就任以来、当社の発展に取
り組み、当社の属する事業分野や提供するサービスに精通していることから、当社の経営の重要事
項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断したためであります。
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候補者
番　号

ふり

氏
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
がな

名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ､ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

３

あら

荒
 

　
い

井　　
さとる

覚
（1958年１月23日生）

〔再任〕

1980年    4 月 株式会社北洋相互銀行（現北洋銀行）入行
    2011年    6 月 同行取締役経営管理部長
    2012年10月 同行取締役リスク統括部長

2013年    6 月 同行常務取締役
2016年    6 月 北洋システム開発株式会社取締役社長
2021年    6 月 同社顧問
2022年    6 月 当社取締役副社長（現任）

0株

【取締役候補者とした理由】
　荒井覚氏を取締役候補者とした理由は、北洋銀行の経営管理・リスク管理に長年にわたって携わ
られ、その後北洋システム開発株式会社の代表取締役を務められ、豊富な経験と専門知識を有して
おられることから、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断
したためであります。

４

しょう

庄
 

 
 

 
じ

司
 

 
 

 
よし

吉
 

 
 

 
ひと

人
(1964年７月31日生)

〔再任〕

    1987年    8 月 当社入社
    2009年    4 月 当社営業部副部長
    2013年    8 月 当社事業推進部長
    2015年    4 月 当社執行役員営業本部副本部長
    2017年    5 月 当社執行役員営業本部長兼事業推進部長
    2017年    6 月 当社取締役営業本部長兼事業推進部長
    2019年    9 月 当社取締役営業本部長兼営業部長
    2021年    4 月 当社取締役営業本部長（現任）

300株

【取締役候補者とした理由】
　庄司吉人氏を取締役候補者とした理由は、1987年８月に当社へ入社以来、長年にわたって営業業
務に携わられてきた豊富な経験と幅広い知識から、営業活動において適切な助言を得られると判断
したためであります。

５

なが

長
 

 
 

 
の

野
 

 
 

 
ひで

英
 

 
 

 
お

夫
(1963年５月11日生)

〔再任〕

    1985年    4 月 当社入社
    2003年    4 月 当社営業本部道北支店長
    2015年    4 月 当社執行役員営業本部道北支店長
    2020年    6 月 当社取締役営業本部道北支店長（現任）

2,100株

【取締役候補者とした理由】
　長野英夫氏を取締役候補者とした理由は、営業業務に携わられてきた豊富な経験と幅広い知識か
ら、営業活動において適切な助言を得られると判断したためであります。
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候補者
番　号

ふり

氏
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
がな

名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ､ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

６

だ

伊
 

 
 

 
て

達
 

 
 

 
ゆう

祐
 

 
 

 
こ

子
(1945年９月28日生)

〔再任〕

    1975年    2 月 滝川臨床検査センター株式会社入社
    1976年    12月 芦別臨床検査センター株式会社入社
    1993年    10月 当社入社
    2016年    6 月 当社取締役（現任）

2,200株

【取締役候補者とした理由】
　伊達祐子氏を取締役候補者とした理由は、1993年10月に当社へ入社以来、当社の検査本部の発展
に取り組み、検査事業分野での業務に精通しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の
監督を行うのに適任であると判断したためであります。

７

お

越
 

 
 

 
ち

智
 

 
 

 
たか

隆
 

 
 

 
お

雄
(1955年７月３日生)

〔社外取締役〕
〔再任〕

    1975年    4 月 当社入社（営業本部　第一営業部）
    2003年    7 月 同社退社
    2003年    10月 参議院議員事務所入所
    2020年    7 月 同所退所

2021年 6 月　当社社外取締役（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　越智隆雄氏を社外取締役候補者とした理由は、新規顧客の開拓時期に長年にわたって当社の営業
業務に携わられてきた豊富な経験と幅広い知識から、適切な助言をいただきたいためであります。
同氏は、会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたって参議院議員事務所業務に携わ
られ、幅広い人脈と豊富な経験を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行
いただけるものと判断しております。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 越智隆雄氏は、社外取締役候補者であります。
３．越智隆雄氏は、現在、当社の社外取締役候補者でありますが、同氏の社外取締役としての在任期間

は、本総会終結の時をもって２年となります。
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候補者番号 氏　名 現在の地位 属　性

1 み や

宮
も り

森
 

　
と し

利
や す

康 監査役 再 任 社 外
　

2 か ね

金
き

木
 

　
よ し

義
あ き

昭 監査役 再 任 社 外
　

3 ひ ら

平
た

田
 

　
 

　
おさむ

治 監査役 再 任 社 外 独 立
　

再 任
　
再任監査役候補者 社 外

　
社外監査役候補者 独 立

　
証券取引所等の定めに
基づく独立役員

第３号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて監

査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふり

氏
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
がな

名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ､ 当 社 に お け る 地 位
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

1

みや

宮 
もり

森　
とし

利 
やす

康
(1957年８月18日生)

〔再任〕

    1976年    4 月 札幌国税局入局
    2014年    7 月 札幌国税局調査査察部統括国税調査官
    2016年    7 月 網走税務署署長
    2017年    7 月 苫小牧税務署署長
    2018年    7 月 同署退職
    2019年    6 月 宮森利康税理士事務所所長（現任）
    2019年    6 月 当社社外監査役（現任）

０株

【社外監査役候補者とした理由】
　宮森利康氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる国税局・税務署勤務により豊富な経
験と高い見識を有しており、経営判断において、税務・会計面からのアドバイスをいただきたいた
めであります。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の
理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

2

かね

金 
き

木　
よし

義 
あき

昭
(1948年5月18日生)

〔再任〕

    1972年    11月 司法書士認可
金木義昭司法書士事務所所長（現任）

    1998年    6 月 札幌司法書士会会長
北海道ブロック司法書士協議会会長

    2003年    6 月 日本司法書士会連合会常任理事
    2006年    10月 独立行政法人日本司法支援センター

札幌地方事務所副所長
    2007年    6 月 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所

所長
    2008年    6 月 当社社外監査役（現任）

2,000株

【社外監査役候補者とした理由】
　金木義昭氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたり司法書士事務所を経営し、司法書士
としての経験と見識等をもとに会社法務に精通しており、特にコンプライアンス面からの監査に活
かしていただきたいためであります。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の
理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
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候補者
番　号

ふり

氏
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
がな

名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ､ 当 社 に お け る 地 位
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

3

ひら

平 
た

田　　
おさむ

 治 
(1934年８月10日生)

〔再任〕

    1956年    4 月 渡辺公認会計士事務所入所
    1961年    1 月 税理士法人春野会計事務所入所
    1993年    4 月 北海道ジダイ研究所開設（現任）
    2015年    6 月 当社社外監査役（現任）

0株

【社外監査役候補者とした理由】
　平田治氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる税理士事務所勤務により豊富な経験と
高い見識を有し、研究所も経営しており、経営判断において、税務・会計面からのアドバイスをい
ただきたいためであります。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の
理由により、当社の社外監査役としてその職務を遂行いただけるものと判断しております。

（注）１. 当社は、金木義昭氏が所長を務める金木義昭司法書士事務所との間には登記に係る取引関係がありま
す。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 宮森利康、金木義昭氏及び平田治氏は、社外監査役候補者であります。
３．宮森利康、金木義昭氏及び平田治氏は、現在、当社の社外監査役候補者でありますが、３氏の監査役

としての在任期間は、本総会終結の時をもって宮森利康氏が４年、金木義昭氏が15年、平田治氏が８
年となります。

４．当社は、平田治氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
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氏　　　名 略　　　　　　歴

桑原　　理
2014年６月　当社取締役検査本部長兼検査業務部長
2017年６月　当社取締役検査本部長兼検査部長
2022年３月　当社取締役検査本部長（現在）

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます桑原理氏に対し、在任中

の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈
することといたしたく存じます。
なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会の協議にご一任願いたいと存じま
す。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

以上
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株主総会会場ご案内図
会場：札幌市中央区北１条西11丁目１

ロイトン札幌　２階「エンプレスホール」
TEL：011－613－3210（札幌臨床検査センター株式会社総務部内）

JRA
札幌
競馬場 市立札幌病院

JR本社
JR桑園駅

北海道大学

北5条

北3条

北1条

大1通

南1条

北海道開発局
近代美術館

札幌管区
気象台 北海道

知事公館

札幌医大

大通公園

時計台

道庁

テレビ塔

西18丁目駅 西11丁目駅 大通駅

札幌駅

JR札幌駅

北大
植物園

ロイトン札幌

ドラールビル

●地下鉄東西線西11丁目駅より徒歩３分


